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用途地域とは、どこに、どんな建物が、どれくらいの大きさで

建てられるかを定めた地域ごとのルールです。

イメージ図に示すように、用途地域が指定されると、地域内に

建てられる建物の種類が制限されます。

今回、都市計画道路沿道の利便性向上のため、

「第一種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」を

「第一種住居地域」に変更します。

そのため、住宅以外の建物用途と住宅が混在するため住環境が

変化する可能性があります。
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建蔽率とは、上図のように敷地に対して建物が何パーセントま

で建てられるかを示したものです。

容積率とは、下図のように敷地に対して全ての床面積の合計が

何パーセントまで建てられるかを示したものです。

今回、「第一種住居地域」と「準工業地域」では、

建蔽率を「50％」から「60％」に、

容積率を「150％」「200％」から「300％」に変更します。

なお例外として、指定された容積率が下記のように最大限使え

ない場合があります。

（例） 住居系用途地域、前面道路幅員4ｍ の場合

（道路幅員4ｍ）×（低減率0.4）＝容積率160％
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3

高度地区には、建物の高さの最高限度と次ページの最低限度の

2つがあります。

最高限度高度地区には、「第一種」から「第三種」まであり、

建築可能な範囲を定めることで、北側隣地の日照・採光・通風な

どを確保するための制限です。

今回、補助第109号線沿道では、

高度地区を「第二種高度地区」から「第三種高度地区」に変更

します。



最低限度高度地区とは、土地の高度利用を図り延焼遮断帯を形

成するために定めます。

この制限によって高さ7ｍより低い建物は建てることができな

くなります。

今回、補助第109号線沿道では、

新たに「最低限度高度地区」を指定します。

補助第109号線沿道では、高度地区を変更することで、より高

い建物を建てやすくすることで、延焼遮断帯を形成し、隣の街区

へ火災が燃え広がらないまちに誘導していきます。

なお、建物高さが高くなることで、北側の日照環境が変化する

可能性があります。
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防火地域・準防火地域とは、建物の構造を制限することによっ

て不燃化を図り、市街地における火災の危険を抑制するためのも

のです。図に示すように、大規模火災を起こさないために、建物

の階数や延べ床面積に応じて、一番燃えづらい「耐火建築物」、

その次に燃えづらい「準耐火建築物」を誘導していきます。

今回、補助第109号線沿道では、

防火地域・準防火地域を「準防火地域」から「防火地域」に変

更します。

建替えの時にご協力いただくことになりますが、柱や壁などを

燃えにくい素材にしたり、厚さを厚くするなどの対策が必要にな

るため、少なからず建設コストがあがる可能性があります。
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今回の「用途地域」「建蔽率・容積率」「高度地区」「防火地

域・準防火地域」の具体的な変更内容について、右図のように

（ア）から（エ）の4つの区域に分けて、次ページ以降で説明し

ます。
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（ア）の区域の変更内容は左側上の表から下の表のようになり

ます。

①から④の区域について、延焼遮断帯形成のため、

容積率300％、防火地域、第三種高度地区、最低限度高度地区指

定と統一しました。
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（イ）の区域の変更内容は左側上の表から下の表のようになりま

す。

⑤、⑥の区域について、住居系の用途地域を第一種住居地域、

建蔽率を60％とするとともに、容積率300％、防火地域、第三

種高度地区、最低限度高度地区指定と統一しました。

8



（ウ）の区域の変更内容は左側上の表から下の表のようになりま

す。

⑦、⑧、⑨の区域について、住居系の用途地域を第一種住居地

域、建蔽率を60％とするとともに、容積率300％、防火地域、

第三種高度地区、最低限度高度地区指定と統一しました。
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（エ）の区域の変更内容は左側上の表から下の表のようになりま

す。

⑩、⑪の区域について、最低限度高度地区を指定し、容積率、

防火地域、高度地区を統一しました。

10



今回、用途地域等の変更にあわせて変更する地区計画の名称・

位置・面積は記載の通りになります。区域は右の赤点線内になり

ます。
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地区計画の目標について、これまでの「緑豊かな快適で便利な

まちの形成」に加え、補助第109号線沿道における「延焼遮断帯

の形成」を追加し、より安全なまちに向け、土地の高度利用、建

築物の不燃化を誘導していきます。
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建築物等の用途の制限とは、良好な住環境の保全などのために、

地区にふさわしい建物の種類をさらに制限するものです。

今回、「幹線道路沿道地区B」では、「ホテル又は旅館」は建

築できないように規制します。

一部地区で制限する容積率及び建蔽率の最高限度とは、地区計

画に適合し特定行政庁の認定を受けたり、接道条件を遵守するこ

とで、指定されている容積率及び建蔽率を上限とできるようにす

るものです。

今回、「幹線道路沿道地区B」では、用途地域等の変更に合わ

せて、容積率（指定容積率）を300％、建蔽率（指定建蔽率）を

60％にします。
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高さの最高限度とは、良好な住環境の保全のため、地区にふさ

わしい建物の高さを誘導するものです。

「幹線道路沿道地区B」では、地区区分を設定し直す前に定め

られていた、建築物の高さ12ｍ以下の制限を、火災の延焼を遮

断するために廃止します。

敷地面積の最低限度とは、良好な居住環境を保全するため、敷

地の細分化による建て詰まりや、ミニ開発等を防止するものです。

新たに土地を分割する際の敷地面積を、最低83㎡としていま

す。もともと83㎡未満の場合は、分割しなければそのまま建築

することができます。

このルールは変更ありません。
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壁面の位置の制限とは、歩行空間の確保や歩行者への圧迫感を

軽減するため建物の外壁や柱の位置を制限するものです。

建物の外壁や柱を道路境界線から最低0.6m以上離すとしてい

ます。

また、道路が交差する角地では、道路状の見通しの空間として、

底辺2ｍの二等辺三角形の部分を確保し、その部分には建築でき

ないこととしています。

このルールは変更ありません。
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形態・色彩・意匠の制限とは、統一感のあるまちなみを形成す

るため、建物の色などを制限するものです。

「屋根や外壁等は落ち着いた色あいのものとする」「屋外広告物

は美観、風致、災害時の安全性を考慮する」としています。

このルールは変更ありません。

垣又は柵の構造の制限とは、道路の安全性の向上、緑化を促進

するため、門や塀の高さや形状などを制限するものです。

道路に面して設ける垣又は柵は、生け垣又はフェンスに限ると

しています。

ただし、高さ0.6ｍ以下のコンクリートブロック造などは設置

が可能です。

このルールは変更ありません。
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道路・公園等に関するルールとは、地域の環境資源を活かし、

かつ、それに調和する良好な住環境、都市基盤の整備を図るため

のものです。

区画道路や公園等の配置などを、右図の通り定めています。

このルールは変更ありません。
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